
　

令
和
元
年
度
定
期
監
査
（
そ
の

４
）
を
実
施
し
た
結
果
の
概
要
を

次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

茂
原
市
監
査
委
員　

元
吉　

敬
宇

茂
原
市
監
査
委
員　

竹
本　

正
明

監
査
の
対
象

　
【
都
市
建
設
部
】
土
木
建
設
課
・

土
木
管
理
課
・
都
市
計
画
課
・
建

築
課
・
都
市
整
備
課
・
下
水
道
課

監
査
の
期
間

　

令
和
２
年
１
月
10
日
か
ら

　

２
月
18
日
ま
で

監
査
の
場
所

　

茂
原
市
役
所

　

茂
原
市
国
府
関

　
【（
仮
称
）
茂
原
長
柄
ス
マ
ー
ト

Ｉ
Ｃ
設
置
事
業
】

　

茂
原
市
高
師

　
【
茂
原
駅
前
通
り
地
区
土
地
区

画
整
理
事
業
】

監
査
の
方
法

　

各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務

事
業
が
効
果
的
、
経
済
的
に
執
行

さ
れ
て
い
る
か
、
住
民
福
祉
の
増

進
に
努
め
最
少
の
経
費
で
最
大
の

効
果
を
上
げ
、
組
織
及
び
運
営
の

合
理
化
に
努
め
て
い
る
か
に
主
眼

を
置
き
、
提
出
さ
れ
た
監
査
資
料

及
び
関
係
諸
帳
簿
を
調
査
し
、
関

係
職
員
か
ら
説
明
を
聴
取
し
た
。

監
査
の
結
果

　

計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
順
調

に
進
行
し
て
お
り
、
関
係
諸
帳
簿

も
お
お
む
ね
適
切
に
処
理
さ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

意
見

　

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す

る
意
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の

で
、
検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事

務
事
業
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望

す
る
。

土
木
建
設
課

○�

昨
年
の
台
風
及
び
記
録
的
豪
雨

に
よ
る
浸
水
被
害
は
、
こ
れ
ま

で
の
想
定
を
超
え
る
災
害
と

な
っ
た
。
水
害
対
策
に
つ
い
て

は
、
今
後
も
局
地
的
な
豪
雨
や

大
型
台
風
の
発
生
が
想
定
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
災
害
か
ら
市
民

の
生
命
・
身
体
及
び
財
産
を
守

る
た
め
、
国
・
県
・
関
係
機
関

等
と
の
連
携
を
強
化
し
、
河
川

改
修
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
含

め
た
治
水
対
策
及
び
内
水
対
策

に
早
急
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

土
木
管
理
課

○�

市
が
管
理
す
る
準
用
河
川
等
の

浚し
ゅ
ん

渫せ
つ

事
業
に
つ
い
て
は
、
水

害
回
避
に
向
け
た
年
度
計
画
を

策
定
し
、
水
害
リ
ス
ク
が
高
ま

る
梅
雨
期
を
目
途
と
し
た
事
業

の
完
了
に
努
め
ら
れ
た
い
。

○�

交
通
安
全
施
設
整
備
事
業
に
つ

い
て
は
、
県
・
警
察
・
教
育
委

員
会
等
と
の
連
携
に
よ
る
通
学

路
等
の
事
故
発
生
危
険
箇
所
の

点
検
及
び
整
備
を
行
い
児
童
・

生
徒
・
市
民
の
安
全
確
保
に
努

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

が
け
崩
れ
や
土
砂
災
害
警
戒
区

域
等
の
通
学
路
等
に
つ
い
て
も

点
検
等
を
行
い
安
全
確
保
に
取

り
組
ま
れ
た
い
。

○�

道
路
管
理
に
つ
い
て
は
、
管
理

瑕か

疵し

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
事

例
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
を
図

り
損
傷
等
の
発
見
・
補
修
に
努

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
道
路

や
交
通
安
全
施
設
の
損
傷
等
を

通
報
す
る
「
市
民
レ
ポ
ー
ト
シ

ス
テ
ム
」
の
更
な
る
周
知
を
図

り
適
正
な
維
持
管
理
に
努
め
ら

れ
た
い
。

建
築
課

○�

国
の
被
災
者
支
援
で
あ
る
「
被

災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
」
は
、

居
住
住
宅
の
全
壊
ま
た
は
大
規

模
半
壊
が
対
象
で
あ
り
支
給
対

象
外
と
な
る
世
帯
が
多
い
こ
と

か
ら
、
本
市
独
自
の
支
援
策
と

し
て
、「
茂
原
市
被
災
住
宅
修

繕
緊
急
支
援
事
業
補
助
金
」
を

創
設
し
支
援
の
拡
充
に
取
り
組

ん
で
い
る
が
、
今
後
も
被
災
者

の
生
活
基
盤
の
再
建
の
た
め
被

災
者
に
寄
り
添
っ
た
支
援
に
取

り
組
ま
れ
た
い
。

○�

建
築
行
政
に
つ
い
て
は
、
過
去

の
浸
水
被
害
を
踏
ま
え
、
従
前

よ
り
設
計
業
者
等
に
対
す
る
浸

水
地
域
の
情
報
提
供
、
助
言
等

を
行
っ
て
い
る
。
不
動
産
業
者

に
は
契
約
時
に
顧
客
に
対
し
津

波
や
土
砂
災
害
の
リ
ス
ク
を
伝

え
る
「
重
要
事
項
説
明
」
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
河
川

氾
濫
や
豪
雨
等
に
よ
る
浸
水
リ

ス
ク
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な

い
た
め
、
昨
今
の
台
風
や
豪
雨

に
よ
る
浸
水
被
害
を
鑑
み
、
市

民
の
安
全
確
保
、
迅
速
な
避
難

の
た
め
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

を
活
用
し
た
浸
水
リ
ス
ク
の
情

報
提
供
に
積
極
的
に
取
り
組
ま

れ
た
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

監
査
委
員
事
務
局
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
６
０
、6
⒇
１
６
０
７
へ
。

監
査
結
果
の
公
表

（
そ
の
４
）

10広報もばら　2020.5.1


